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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から
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　税制改正により、平成31年度（平成30年中の所

得）から主に次の項目が改正されます。所得税におけ

る控除額や社会保険の加入条件等とは異なります。

●配偶者控除の見直し
　納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える

場合、配偶者控除の適用を受けることができなくな

ります。また、控除を受ける場合、納税者本人の合

計所得金額によって控除額が変動します（表１）。
●配偶者特別控除の見直し
　納税者本人と配偶者の合計所得金額によって控除

額が変動します（表２）。改正前は、配偶者の合計所
得金額が76万円以上の場合、配偶者特別控除が適

用できませんでしたが、平成31年度から上限が引

き上げられ合計所得金額123万円まで適用されます。
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　市民の皆さんには、市税や国民健康保険料を納期内に納付いただいていま
すが、一部には納付する財産や能力などの資力がありながら滞納しているケー
スもあります。市は督促や催告などを行っていますが、納付がない場合、法
律に基づき、所有する自動車のタイヤロックのほか、下表の例のような差し押
さえによる滞納処分を行っています。差し押さえは事前の連絡等をせずに執行
します。なお、病気や失業など、収入が不安定で納期内に納めることが困難
な場合はお早めにご相談ください。

　平日に納付相談ができない方を対象に、休日窓口を開設します。事前にお
申し込みください。対象となるのは、市民税・都民税や固定資産税などの市
税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料です。
時12月１日㈯・２日㈰、午前９時～午後４時場収納課（市役所１階34番窓口）
申11月30日㈮までに収納課・内線1259へ

　市は、安定した税収と納税の公平性確保を目指して、個別の訪問や夜間電
話催告を行うほか、差し押さえなどの滞納処分の取り組みを強化しています。

預貯金 生命保険 給　与

金融機関に対し
て預貯金の調査
を行い、預貯金を差し押
さえます。

生命保険会社に
対して調査を行
い、生命保険を差し押さ
え、解約返戻金等を滞納
税・料に充当します。

勤務先などに対し
て給与などの調査
を行い、法律で定
められた額を差し押さえま
す。

不動産 動　産 売掛金

不動産を差し押
さえます。その内容が登
記簿に記載され、権利者
にも通知します。

自宅、関係先を
捜索し、貴金属や電化製
品などの動産を差し押さ
えます。

商取引先に対し
て調査を行い、
売掛代金を差し押さえま
す。

12月はオール東京滞納STOP強化月間

12月１日㈯・２日㈰ 休日相談窓口を開設

滞納処分の具体例
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表１ 配偶者控除
 配偶者の合計所得金額38万円以下（103万円以下） （　）内は給与のみの場合の収入金額

納税者本人の合計所得金額

～900万円
（～1,120万円）

～950万円
（～1,170万円）

～1,000万円
（～1,220万円）

1,000万円超
（1,220万円超）

一般の控除対象配偶者（平成31年度の場
合、昭和24年1月2日以降生まれ） 33万円 22万円 11万円

控除適用なし
老人控除対象配偶者（平成31年度の場合、
昭和24年1月1日以前生まれ） 38万円 26万円 13万円

表２　配偶者特別控除 （　）内は給与のみの場合の収入金額
納税者本人の合計所得金額

～900万円
（～1,120万円）

～950万円
（～1,170万円）

～1,000万円
（～1,220万円）

1,000万円超
（1,220万円超）

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

38万円超90万円以下
（103万円超155万円以下） 33万円 22万円

11万円

控除適用なし

90万円超95万円以下
（155万円超160万円以下） 31万円 21万円

95万円超100万円以下
（160万円超166万7999円以下） 26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下
（166万7999円超175万1999円以下） 21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下
（175万1999円超183万1999円以下） 16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下
（183万1999円超190万3999円以下） 11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下
（190万3999円超197万1999円以下） 6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下
（197万1999円超201万5999円以下） 3万円 2万円 1万円

123万円超
（201万5999円超） 控除適用なし

平成31年度から 市民税・都民税が一部改正されます

合計所得が
900万円以下

合計所得が
900万円超
950万円以下

納税者

納税者

　　配偶者特別控除額33万円

　　配偶者特別控除額8万円

給与収入のみ
150万円

配偶者

配偶者（65歳以上）

合計所得85万円

合計所得115万円

給与収入
150万円
（給与所得85万円）

年金収入
150万円
（年金所得30万円）


